
「「「「芝町通芝町通芝町通芝町通りりりり地区地区地区地区」」」」    

景観重点整備地区景観重点整備地区景観重点整備地区景観重点整備地区のののの指定指定指定指定・・・・景観整備方針景観整備方針景観整備方針景観整備方針・・・・地区景観形成基準地区景観形成基準地区景観形成基準地区景観形成基準のののの策定策定策定策定    

１１１１    景観重点整備地区景観重点整備地区景観重点整備地区景観重点整備地区のののの指定指定指定指定（（（（条例第条例第条例第条例第 8888 条条条条））））    

㸦㸦㸦㸦㸯㸯㸯㸯㸧㸧㸧㸧ᆅ༊ᣦᐃᆅ༊ᣦᐃᆅ༊ᣦᐃᆅ༊ᣦᐃࡢࡢࡢࡢ⠊ᅖ⠊ᅖ⠊ᅖ⠊ᅖ    

 Ⱚ⏫㏻ࡾ㸦୕ᓥ㌴ሙ⥺㸧᥋ࡿࡍⰪᮏ⏫ၟᗑ⯆ཬ୍ࡧ␒⏫ၟᗑ⯆୍ࡢ㒊(௨ୗ

 ࠋࡍࡲࡋ༊ᇦෆࡢ(ࠋ࠺࠸ࠖ⾤ᗑၟࡾⰪ⏫㏻ࠕ

 

    

    

    

    

    

    

㸦㸦㸦㸦㸰㸰㸰㸰㸧㸧㸧㸧ᆅ༊ᆅ༊ᆅ༊ᆅ༊ࢆࢆࢆࢆᣦᐃᣦᐃᣦᐃᣦᐃࡿࡍࡿࡍࡿࡍࡿࡍ⌮⏤⌮⏤⌮⏤⌮⏤    

Ⱚ⏫㏻ၟࡾᗑ⾤ࠊ୕ࡣ ᓥ㥐㏆᥋ࡓࡋᕷࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅ⨨ࠊ୕ࡋ ᓥᕷࡢ㢦ࡢ࡚ࡋᙺ

 ࠋࡍ࡛⾤ᗑၟ࠺ᢸࢆ
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༠ᐃࡢࡵ ࠊබᅬྐࡸබඹタࡿࡍⅬᅾࠊࡋ⤖⥾ࠖࢆ ㊧➼ࢆάࡕࡲࡓࡋṌࢆࡁᴦࡿࡵࡋⰋዲ
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ᬒほࠊࡵࡓࡃ࠸࡚ࡋㄏᑟᐇ☜ࡾࡼࢆࡵỴྲྀࡿࡍ㛵ᬒほᙧᡂࡳ୪ࡕࡲࠊࡕ࠺ࡢ༠ᐃࡢࡇ

᮲ᇶ࡙ࡃᆅ༊ᣦᐃࠋࡍࡲࡋ 
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２２２２    景観整備方針景観整備方針景観整備方針景観整備方針（（（（条例第条例第条例第条例第 9999 条条条条））））    
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ᩥࢆᮍ᮶άࡍ㸫ࠖ࠸ࡋࢃࡉࡩᬒほ࡙ࢆࡾࡃ┠ᣦࠊࡋ 

 

 ࠋࡍࡲࡆᥖᶆ┠ࢆ
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࿘㎶ࠊࡓࡲࠋࡍࡲࡋ⌧ᐇࢆࠖࡳ୪ࡕࡲࡿࡁ࡛ࡀࡇࡴࡋᴦᛌ㐺ࢆࡁṌࡕࡲࠕࡾࡼࡇ

ᆅᇦࠊࡶ࡚࠸ࡘⰪ⏫㏻୍ࡢࡾయⓗ࠺ࡼࡿࢀࡉ࡞ࡀࡾࡃ࡙ࡕࡲ࡞ാࠋࡍࡲࡁ࠸࡚ࡅࡁ 

 

●点在する公共施設や公園、史跡等を生かしたまちづくり 

 

●誰もが快適にまち歩きを楽しむことのできるまちづくり 

 

●水と緑の恵み、四季の風情を感じることのできるまちづくり 

 

●個性あふれる個店とそれを引き立てるまち並み景観が調和したまちづくり 

 

●隣接した商店街との調和や連続性、統一性に配慮したまちづくり 

 

●三島のまちの継承者として誇りと愛着を持つまちづくり 



    

    

㸦㸦㸦㸦㸰㸰㸰㸰㸧㸧㸧㸧බඹタබඹタබඹタබඹタಀಀಀಀࡿࢃࡿࢃࡿࢃࡿࢃ᪉㔪᪉㔪᪉㔪᪉㔪    

①①①①    බබබබඹタඹタඹタඹタࡢࡢࡢࡢ⠊ᅖ⠊ᅖ⠊ᅖ⠊ᅖ    

Ⱚ⏫㏻ࡾ㸦୕ᓥ㌴ሙ⥺㸧ࡢ࡞⾜ᨻࡿࡍ⌮⟶ࡀබඹ✵㛫 

 

 

②②②②    公共施設公共施設公共施設公共施設のののの景観整備方針景観整備方針景観整備方針景観整備方針        

Ⱚ⏫㏻ࠊࣘࡣࡾ ࡼࡿ࡞ᬒほ࡞Ⰻ㉁࡛ࣝࣉࣥࢩࠊࢀධࡾྲྀࢆ᪉࠼⪄ࡢࣥࢨࢹࣝࢧ࣮ࣂࢽ
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３３３３    地区景観形成基準地区景観形成基準地区景観形成基準地区景観形成基準（（（（条例第条例第条例第条例第 11110000 条条条条））））    

㸦㸦㸦㸦㸯㸯㸯㸯㸧㸧㸧㸧ᇶ‽ᇶ‽ᇶ‽ᇶ‽ࡢࡢࡢࡢཬཬཬཬࡪࡪࡪࡪ✵㛫✵㛫✵㛫✵㛫    

ᇶ‽ࡢᑐ㇟ࡿ࡞✵㛫ࠊࡣⰪ⏫㏻ࡾ㸦୕ᓥ㌴ሙ⥺㸧ࡽぢࡿࡁ࡛ࡢࡇࡿᬒほ㔜Ⅼᩚഛ 

ᆅ༊㸦Ⱚ⏫㏻ၟࡾᗑ⾤㸧ࡢ⠊ᅖෆࠋࡍࡲࡋ 

 

    

    

●●●●芝町通芝町通芝町通芝町通りのりのりのりの歩行者歩行者歩行者歩行者やややや車両車両車両車両からからからから見見見見えるえるえるえる範囲範囲範囲範囲はははは、、、、地区景観形成基準地区景観形成基準地区景観形成基準地区景観形成基準にににに    

そったまちそったまちそったまちそったまち並並並並みみみみ景観景観景観景観としていきますとしていきますとしていきますとしていきます。。。。    

    

●●●●概概概概ねねねね３３３３～～～～５５５５階建階建階建階建てててて程度程度程度程度のまちのまちのまちのまち並並並並みにみにみにみに囲囲囲囲まれたまれたまれたまれた道路空間道路空間道路空間道路空間のののの雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気やややや    

通通通通りりりり全体全体全体全体のののの色彩色彩色彩色彩のののの雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気をををを大切大切大切大切にしていきますにしていきますにしていきますにしていきます。。。。    

    

●●●●夜間夜間夜間夜間はははは落落落落ちちちち着着着着いたいたいたいた雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気のののの街路灯照明街路灯照明街路灯照明街路灯照明をををを基調基調基調基調としとしとしとし、、、、各店舗各店舗各店舗各店舗ののののショウショウショウショウ    

ウィンドウウィンドウウィンドウウィンドウのののの照明照明照明照明などによりなどによりなどによりなどにより、、、、賑賑賑賑わいをわいをわいをわいを演出演出演出演出していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

 

 

 

 

 

 

 

    



    

（（（（２２２２））））基準基準基準基準のののの内容内容内容内容    

    

建築物等建築物等建築物等建築物等のののの景観景観景観景観にににに関関関関するするするする基準基準基準基準    

項 目  内 容 

建築物等建築物等建築物等建築物等のののの規模規模規模規模・・・・位置及位置及位置及位置及びびびび意匠意匠意匠意匠にににに関関関関するするするする事項事項事項事項（（（（条例第条例第条例第条例第１０１０１０１０条第条第条第条第２２２２項項項項））））    

用 途 ●芝町通りに面した１階部分は、商業、業務等の用途とし、連

続した商店街となるよう努める。 

●駐車場・倉庫・住居等が直接街路に面する場合は、植栽、目

隠し等景観上の配慮をする。 

外壁の位置 ●新築、あるいは通りに面した部分の増改築をする場合は、建

築物の１階部分の外壁又はこれに代わる柱の面を、道路境界

から１．０ｍ以上離すものとする。 

●新築、あるいは通りに面した部分の増改築以外の改装をする

場合は、１階部分の外壁又はこれに代わる柱の面を、道路境

界から０．５ｍ以上離すよう努める。 

●道路境界から後退した余裕の空間は、床仕上げを舗石に合わ

せ、歩行者のためのスペース等とする。 

●２階～３階の外壁又はこれに代わる柱の面は、０．５ｍ以上

道路境界から後退させ、看板、壁面緑化、グリーンポット用

のスペースとする。 

形 態 ●１階店舗の軒の高さをＧＬ＋３．５ｍ程度に揃え、日除け装

置、看板、照明の取り付けスペースにする。 

●３階部分の外壁上端ラインをＧＬ＋１０ｍ程度に揃える。ま

た、屋根面とする場合も、屋根上端または軒先のラインをこ

の高さに揃え、スカイラインの統一を図る。 

●４階建て以上となる建築物は、４階以上の壁面を後退させる

か壁面デザインを切り替えるなど、スカイラインの統一感を

意識する。 

壁面デザイン ●ファサード（建物正面のデザイン）部分のうち２階以上の壁

面は、店舗のデザインを引き立てる良質な背景となるよう、

周辺との調和を図る。 

 ア 

 

建

築

物 

色 彩 

 

●隣接建物との彩度・明度を調整し、色彩の調和を図る。 

●１階店舗部分３分の１以内の色彩は原則自由とするが、建物

や公共部分との調和を考慮したうえで個性豊かな色彩とす

る。 

    



 

 

    

    

建築物等建築物等建築物等建築物等のののの景観景観景観景観にににに関関関関するするするする基準基準基準基準（（（（つづきつづきつづきつづき））））    

項 目  内 容 

建築物等建築物等建築物等建築物等のののの規模規模規模規模・・・・位置及位置及位置及位置及びびびび意匠意匠意匠意匠にににに関関関関するするするする事項事項事項事項（（（（条例第条例第条例第条例第１０１０１０１０条第条第条第条第２２２２項項項項）（）（）（）（つづきつづきつづきつづき））））    

ア 

建 

築 

物
（
つ
づ
き
） 

色 彩 

（つづき） 

●２階以上の壁面の色彩は日本工業規格 Z7821＜色の表示方

法―三属性による表示（以下マンセル値と呼ぶ）＞において、

以下のとおりとすること。 

 

 

●着色していない木材、土壁、ガラス等の材料によって仕上げ

られる部分の色彩については、この限りではない。 

色色色色    相相相相    明明明明    度度度度    彩彩彩彩    度度度度    

10R（OYR）～4.9YR 

2.6Y～5Y 

８未満の場合 

８以上の場合 

３以下 

２以下 

5YR～2.5Y 
８未満の場合 

８以上の場合 

５以下 

３以下 

上記以外の有彩色 
８未満の場合 

８以上の場合 

２以下 

１以下 

無彩色 

Ｎ 
― 

０ 

使用ＯＫ 

日除けテント ●日除けのためのテントを設置する場合は、構造、色彩、取り

付け位置など、まち並みとの調和を図り、統一感を持たせる

ため、「まちづくり委員会」が指定したものとする。 

（商店振興会において占用許可等を取りまとめる） 

 

イ 

 

屋

外

設

備 

室外機等 ●原則として、通りに面した部分に設置しない。やむを得ず設

置する場合は、露出した印象とならないよう周囲の景観、環

境に配慮する。 

広告物等広告物等広告物等広告物等のののの規模規模規模規模、、、、位置位置位置位置、、、、数量及数量及数量及数量及びびびび意匠意匠意匠意匠にににに関関関関するするするする事項事項事項事項 

 屋外広告物 ●看板類は、各個店が「三島らしさ」をイメージした個性的な

デザインを心掛ける（立体感のあるものも可）。 

●歩道上には置看板や幟旗、簡易な看板を設置しない。 

●幟旗、簡易な看板は、イベントやＰＲなどで短期的に設置す

る場合を除き、恒常的に設置しない。 

●屋上看板は極力避ける。 

    

 

 

 

 



 
    

    

建建建建築物等築物等築物等築物等のののの景観景観景観景観にににに関関関関するするするする基準基準基準基準（（（（つづきつづきつづきつづき））））    

項 目  内 容 

広告物等広告物等広告物等広告物等のののの規模規模規模規模、、、、位置位置位置位置、、、、数量及数量及数量及数量及びびびび意匠意匠意匠意匠にににに関関関関するするするする事項事項事項事項（（（（条例第条例第条例第条例第１０１０１０１０条第条第条第条第２２２２項項項項））））    

 屋外広告物 ●袖看板は歩道上にはみ出さない位置に付ける。ただし、以下

の基準にそったものは、この限りではない。 

（商店振興会において占用許可等のとりまとめを行う。） 

 

景観景観景観景観のののの形成形成形成形成にににに影響影響影響影響をををを及及及及ぼすおそれがあるぼすおそれがあるぼすおそれがあるぼすおそれがある行為行為行為行為をををを行行行行うううう場合場合場合場合のののの近隣住民近隣住民近隣住民近隣住民にににに対対対対するするするする    

当該行為当該行為当該行為当該行為にかかるにかかるにかかるにかかる計画計画計画計画のののの周知周知周知周知にににに関関関関するするするする事項事項事項事項 

  ●説明会を開催するなど、できるかぎり当該行為の周知に努め

る。 

前各号前各号前各号前各号にににに掲掲掲掲げるもののほかげるもののほかげるもののほかげるもののほか、、、、市長市長市長市長がががが必要必要必要必要とととと認認認認めるめるめるめる事項事項事項事項 

 まち並みの 

連続性 

●駐車場、倉庫、塀等が直接街路に面する場合は、緑化など景

観上の配慮をする。 

●駐車場などについては、商業地としての雰囲気になじむよう

景観上、極力配慮する。 

  

花緑水の演出 

●店舗の内外にできるだけ緑や水、花を使った演出を行い、来訪

者に安らぎとうるおいを与えるよう心掛ける。 

●緑あふれるポケットパーク等、まち歩きを楽しむ人のために

憩いのスペースを提供するように努める。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取付位置：地上から 2.5ｍ以上 

大きさ：縦 100ｃｍ横 80ｃｍまで 

形状：最大寸法内に収まる範囲 

（自由） 

色彩：建築物のアクセントとなる色 

デザイン：業種・業態がイメージ 

できるユニークなもの 

幅幅幅幅    

80808080ｃｍｃｍｃｍｃｍ    

までまでまでまで    

地上地上地上地上からからからから 2.52.52.52.5ｍｍｍｍ以上以上以上以上    

高高高高ささささ    

100c100c100c100cｍｍｍｍ    



 

《《《《参考図参考図参考図参考図》》》》    

景観形成基準景観形成基準景観形成基準景観形成基準にそったにそったにそったにそったイメージイメージイメージイメージ（（（（例例例例））））    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 


